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１ 本計画の策定にあたって 

 （１）部活動の意義・目的 

   部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであるとともに、学習意欲の向上や責

任感、連帯感の涵養等に資するものであり、学校教育の一環として、学習指導要領に位置付けられた

活動である。部活動に参加する生徒にとっては、スポーツ、芸術文化等の幅広い活動機会を得られる

とともに、体力や技能の向上に資するだけではなく、教科学習とは異なる集団での活動を通じた人間

形成の機会でもある。部活動は多様な生徒が活躍できる場であり、豊かな学校生活を実現する役割を

有する。 

  

 

（２）清瀬市が目指す部活動改革の方向性 

これまでの部活動は教員による献身的な勤務の下で成り立っており、持続可能な部活動と学校の

働き方改革の両方を実現するためには、特に休日の部活動における教員の負担軽減を図る必要があ

る。休日の部活動に対する生徒の希望に応えるため、休日において部活動を地域の活動として実施で

きる環境を整えることが重要である。教員の勤務を要する平日の部活動と教員の勤務を要しない休

日の地域の活動との連携を図りながら、部活動等の実施のために必要な取組を行うことが求められ

る。 

 

 

 （３）本計画の策定の目的 

本計画は、「学校部活動の地域連携・地域移行に関する推進計画」（東京都、令和６年３月改訂版）

や清瀬市立中学校における部活動に関する課題等、本市の実態に即した地域連携・地域移行を実現す

るためにまとめた「清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行に向けた推進計画 中間まとめ」を

踏まえ、令和８年度以降の部活動改革推進計画における本市の取組の方向性を示し、清瀬市立中学校

の地域連携・地域移行を推進することを目的とする。 
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男女同一 男子 女子 男女別々 男子 女子 男女別々 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 1 0 1年生 6 9 1年生 10 10 1年生 0 0 1年生 3 8 1年生 9 11 1年生 3 1

２年生 12 0 ２年生 4 3 ２年生 2 10 ２年生 9 7 ２年生 5 3 ２年生 4 7 ２年生 0 1

３年生 1 0 ３年生 9 12 ３年生 13 3 ３年生 3 3 ３年生 0 1 ３年生 2 9 ３年生 0 0

合計 14 0 合計 19 24 合計 25 23 合計 12 10 合計 8 12 合計 15 27 合計 3 2

総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

男子のみ 男子 女子 男女同一 男子 女子 女子のみ 男子 女子 男子のみ 男子 女子 女子のみ 男子 女子 男子のみ 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 6 0 1年生 13 5 1年生 0 16 1年生 16 0 1年生 0 19 1年生 5 0 1年生 8 3

２年生 6 0 ２年生 11 6 ２年生 0 4 ２年生 5 0 ２年生 0 19 ２年生 6 0 ２年生 8 12

３年生 5 0 ３年生 12 11 ３年生 0 6 ３年生 8 0 ３年生 0 15 ３年生 6 0 ３年生 5 1

合計 17 0 合計 36 22 合計 0 26 合計 29 0 合計 0 53 合計 17 0 合計 21 16

総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

男子のみ 男子 女子 男女別々 男子 女子 女子のみ 男子 女子 男女同一 男子 女子 女子のみ 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 4 0 1年生 4 13 1年生 0 8 1年生 15 4 1年生 0 7 1年生 1 0 1年生 0 0

２年生 8 0 ２年生 8 9 ２年生 0 8 ２年生 14 0 ２年生 0 10 ２年生 2 5 ２年生 2 0

３年生 23 0 ３年生 4 8 ３年生 0 10 ３年生 6 0 ３年生 0 12 ３年生 3 5 ３年生 0 0

合計 35 0 合計 16 30 合計 0 26 合計 35 4 合計 0 29 合計 6 10 合計 2 0

総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

男子のみ 男子 女子 男女別々 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 3 0 1年生 15 7 1年生 12 2 1年生 12 13 1年生 1 0 1年生 1 0

２年生 10 0 ２年生 2 18 ２年生 7 1 ２年生 15 2 ２年生 2 5 ２年生 0 0

３年生 7 0 ３年生 12 1 ３年生 6 0 ３年生 10 2 ３年生 5 3 ３年生 0 0

合計 20 0 合計 29 26 合計 25 3 合計 37 17 合計 8 8 合計 1 0

総合計 総合計 総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

男子のみ 男子 女子 男女別々 男子 女子 男女同一 男子 女子 女子のみ 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 3 0 1年生 11 4 1年生 10 0 1年生 0 10 1年生 1 2

２年生 7 0 ２年生 6 4 ２年生 7 1 ２年生 0 13 ２年生 3 6

３年生 1 0 ３年生 6 2 ３年生 14 6 ３年生 0 8 ３年生 5 6

合計 11 0 合計 23 10 合計 31 7 合計 0 31 合計 9 14

総合計 総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

11 33 38

2

0

1

2

0

0

1

0

0

0 0 0 0 0

3

1

17 58 26 29 53 17

2

1

31 23

46 26 39 29 16

20 55 28 54 16

2 0 0 0

清瀬第五中学校

サッカー バスケットボール 硬式テニス ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 水泳

2 4 4 4 3

1 2 1 1 2

0 0 0 0 1

清瀬第四中学校

サッカー バスケットボール 卓球 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 陸上競技

陸上競技

清瀬第三中学校

サッカー バスケットボール バレーボール 卓球 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 陸上競技

37

35

0 0

2 4 2 2 2

1

軟式野球

14 43

清瀬中学校

サッカー バスケットボール バレーボール ソフトテニス 卓球

48 22 20

0

42

0

4

0

0

サッカー バスケットボール バレーボール 卓球 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

2 2 3

0 0 0 1 1 0

0 1 0 0

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

清瀬第二中学校

0 0 1 0 0 0

2 3 2

2 4 3 2 2 2

0 0 0 0 0 1

硬式テニス部（拠点校方式）

5

1

0

0

3

1

0

水泳部（拠点校方式）

2

1

0

硬式テニス部（拠点校方式）

1

2

0

0

２ 市内中学校における部活動の現状 

 （１）清瀬市立中学校部活動設置状況と部員数 

運動部の設置状況と部員数（令和７年度 １０月末） 
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男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 2 10 1年生 0 1 1年生 0 0 1年生 0 2 1年生 0 0

２年生 1 11 ２年生 0 3 ２年生 0 4 ２年生 3 1 ２年生 0 0

３年生 0 4 ３年生 1 2 ３年生 3 12 ３年生 1 0 ３年生 0 3

合計 3 25 合計 1 6 合計 3 16 合計 4 3 合計 0 3

総合計 総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 6 5 1年生 3 14 1年生 9 0

２年生 1 9 ２年生 0 15 ２年生 11 2

３年生 6 10 ３年生 3 10 ３年生 8 1

合計 13 24 合計 6 39 合計 28 3

総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員

男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 1 4 1年生 5 10 1年生 1 6

２年生 2 5 ２年生 4 4 ２年生 4 2

３年生 0 4 ３年生 5 6 ３年生 1 13

合計 3 13 合計 14 20 合計 6 21

総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員

男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 37

1年生 0 7 1年生 2 0 1年生 0 6

２年生 0 6 ２年生 0 6 ２年生 0 8

３年生 0 12 ３年生 0 0 ３年生 0 11

合計 0 25 合計 2 6 合計 0 25

総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員

男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子 男女同一 男子 女子

1年生 4 8 1年生 0 10 1年生 0 0 1年生 9 2

２年生 6 6 ２年生 0 9 ２年生 0 3 ２年生 6 0

３年生 6 16 ３年生 0 12 ３年生 0 7 ３年生 1 0

合計 16 30 合計 0 31 合計 0 10 合計 16 2

総合計 総合計 総合計 総合計

顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員） 顧問（教員）

部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員 部活動指導員

外部指導員 外部指導員 外部指導員 外部指導員

46 31 10 18

清瀬第五中学校

吹奏楽・ブラスバンド 美術 家庭 PC・コンピュータ・ワープロ

清瀬第四中学校

吹奏楽・ブラスバンド 筝曲 美術

1 1 0

1 0 1

3 2 1

1 0 0

清瀬第三中学校

吹奏楽・ブラスバンド 園芸 イラスト文芸

清瀬第二中学校

吹奏楽・ブラスバンド 美術 英語

28 7

清瀬中学校

吹奏楽・ブラスバンド 筝曲 美術 料理・食物・クッキング 英語

19 7 3

37 45 31

2 1 2 2 1

0 1 0 0 0

0 0 1 1 0

4 4 2

2 0 0

25

2 2 2

0 0 0

2 2 3

0 0 0

16 34 27

1 0 0

2

0

0

0 0 0

25 8

文化部の設置状況と部員数（令和７年度 １０月末） 
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 （２）部活動指導員及び外部指導員の推移 

① 部活動指導員は、部活動の顧問として、教員と日常的に指導内容や生徒の様子、事故が発生し

た場合の対応等について、情報交換を行う等連携を図りながら技術的な指導を行っている。 

部活動指導員の配置人数（各年度末延べ人数） 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度(１０月末) 

配置人数 ９人 １６人 １８人 ２２人 

② 外部指導員は、顧問である教員や部活動指導員と連携・協力しながら部活動のコーチ等として

主に技術的な指導を行っている。 

外部指導員の配置人数（各年度末延べ人数） 

年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度(１０月末) 

配置人数 １９人 １５人 １１人 ９人 
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３ 令和６年度の取組 

 （１）検討委員会の設置 

令和５年度に「清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行に伴う検討準備委員会」を設置し、清

瀬市立中学校における部活動の地域連携・地域移行を検討する組織を開設するための基礎資料の作

成や検討組織及び日程の調整等を行った。 

このことを踏まえ、令和６年度に「清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行検討委員会」を設

置し、生徒が自主的・自発的にスポーツ・文化芸術活動に継続して親しめる環境の整備に関する方針

や取組内容、推進計画等についての検討を行った。 

 

（２）実態把握のためのアンケ―ト調査の実施 

①令和６年度に、清瀬市立中学校第２学年の生徒と保護者及び中学校の教員を対象にアンケート

調査を実施した。 

 

・実施期間： 令和６年６月４日（火）から令和６年６月２７日（木） 

・実施対象：・清瀬市立中学校第２学年の生徒及び清瀬市立中学校第２学年の生徒の保護者 

・清瀬市立中学校教員等 

・回答数 ：・清瀬市立中学校第２学年の生徒・・・・・・４９８名 

・清瀬市立中学校第２学年の生徒の保護者・・１４４名 

・清瀬市立中学校教諭・・・・・・・・・・・ ７３名 

・その他 ： 本アンケート項目については、令和５年度に実施された東京都の調査結果と比較・ 

      検討を行うため、東京都の調査の設問内容を活用した。 

 

②令和６年度に、清瀬市として部活動の地域連携・地域移行に向けた取組を検討するにあたり、地

域の団体の現段階での意向や考えを調査するため、「清瀬市部活動改革地域団体対象アンケート」

を実施した。 

 

・実施期間：令和６年１０月１１日（金）から令和６年１０月３１日（木） 

・実施対象：生涯学習ガイド「※１まなびすと」に掲載されている団体の代表者 

・回答数 ：４１団体 
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思う

42%

やや思う

30%

あまり思

わない

15%

思わない

13%

思う

53%
やや思う

27%

あまり思

わない

9%

思わない

11%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

今後、資格のある専門的な指導者から指導を受けたいと思いますか。 

 東京都全体では、72％の生徒が顧問から専門的な技術指導を受けられていると肯定的な回答

をしていることに対して、清瀬市では 80％の生徒が肯定的な回答を示している。 

 各学校の部活動顧問の指導に満足している生徒が多いことが分かる。 

現在、参加している部活動では、顧問の先生から専門的な技術指導が受けられていると思いますか。 

思う

39%

やや思う

30%

あまり思

わない

19%

思わない

12%
思う

34%

やや思う

29%

あまり思

わない

23%

思わない

14%

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

 今後、資格のある専門的な指導者から指導を受けたいかという質問に対し、６割以上の生徒

が肯定的な回答を示している。この傾向は、東京都とほぼ同じであった。 

清瀬市部活動改革アンケート調査結果（生徒） 
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今後、生徒数が減り、学校の中で様々な部活動を継続していくことが難しくなっていくことが考えられま

す。自分の学校に、希望する種目や分野の部活動がない場合、どのような活動に参加したいですか。（複数

回答可） 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

学校の部活動を選択

不参加

地域クラブに参加

合同部活に参加

58.6%

29.4%

25.2%

16.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

学校の部活動を選択

不参加

地域クラブに参加

合同部活に参加

56.1%

36.7%

23.2%

17.7%

 自校に希望する部活動の種目がない場合、自校の他の部活動に参加したいと回答したの
は、56.1%と半数以上となっており、東京都とほぼ同じ状況であった。 
 対して、自校に希望する種目がない場合、不参加と回答したのは、36.7%となっており、
東京都より高い数値を示している。  

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

一つを追求

競技志向

多様な種目

レク志向

58.7%

37.6%

22.4%

20.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

一つを追求

競技志向

多様な種目

レク志向

56.9%

40.9%

23.2%

23.9%

 １番多い回答は、「一つを追究：年間を通して、同じ種目や分野を深めていく活動」

で、６割近い数値を示している。２番目に多いのが、「競技志向：競技・大会でより高

い記録・成果を残すことを目指す」で４割程度の結果となっている。この傾向は、東京

都とほぼ同じであった。 

部活動や地域の活動について、どのような活動に参加したいと思いますか。（複数回答可）  
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清瀬市部活動改革アンケート調査結果（保護者） 

 今後、生徒数が減り、学校の中で部活動を継続していくことが難しくなっていくことが考えられます。

国は中学校の部活動を地域に移行することを示していますが、ご存じですか。 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

知っている

66%

知らない

34%

知っている

62%

知らない

38%

 清瀬市では６６％の保護者が地域移行について知っていると回答しており、東京都よ
り若干高くなってはいるが、より広く周知する必要がある。 

 今後、生徒が減り、学校の中で部活動を継続していくことが難しくなっていくことが考えられます。 
お子様の学校に、希望する種目や分野の部活動がない場合、お子様をどのような活動に参加させたい
ですか。 （複数回答可） 

0.0% 20.0%40.0%60.0%80.0%

学校の部活動を選択

不参加

地域クラブに参加

合同部活に参加

46.8%

15.8%

61.2%

38.8%

0.0% 20.0%40.0%60.0%80.0%

学校の部活動を選択

不参加

地域クラブに参加

合同部活に参加

45.5%

11.8%

60.7%

39.5%

 国は、中学校部活動について、休日の部活動から地域に移行していくことを示しています。休日の部
活動が地域の活動に移行し、その活動にお子様が参加する場合、新たに活動費（指導者謝金等）の負担
が保護者に生じることも考えられます。お子様の休日の地域の活動への参加（月に５回程度） と、保護
者が負担する活動費との関係について、どのようにお考えですか。 

 保護者は、約 6 割が地域クラブ、約４割が自校の他の部活を希望しており、生徒の
回答との違いが見られた。この傾向は、東京都と同様であった。 

月3,000

円～

5,000円

39%月5,001

円～

10,000円

30%

月10,001

～

19%

参加させ

ない

12%

月3,000

円～

5,000円

34%
月5,001

円～

10,000円

29%

月10,001

～

23%

参加させ

ない

14%

 東京都全体、清瀬市ともにほぼ同じ割合であった。負担額の違いはあるものの、子どもの
参加希望がある場合は費用を負担しても部活動等に参加させる保護者が多いことが分かっ
た。 
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清瀬市部活動改革アンケート調査結果（教員） 

 現在、部活動の指導や運営を負担に感じていますか。 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

東京都全体（R５） 清瀬市（R６） 

感じる

47%
やや感

じる

30%

あまり感

じない

16%

感じない

7%
感じる

31%

やや感

じる

37%

あまり

感じな

い

17%

感じな

い

15%

 清瀬市は東京都と比べ、負担と感じている割合が若干少ない状況となっているが、 
約 7 割が負担を感じていることへの対応は、早急に検討していく必要がある。 

 今後、生徒数が減り、学校内の部活動の設置数や部員数が減少していくことが考えられます。そのよ
うな場合、部活動はどのような実施形態が望ましいと思いますか。 

精選し

て自校

のみ

23%
合同部

活動

14%

地域ク

ラブ

63%

精選し

て自校

のみ

21%
合同部

活動

9%
地域ク

ラブ

70%

 部活動が地域に移行した際に、自分の専門の活動である場合、地域クラブの指導や運営に携わりたい
ですか。 

 約６割の教員が「地域クラブ」への移行が望ましいと回答しており、そのための検討
を早急に進めていく必要がある。この傾向は、東京都とほぼ同じであった。 

 約半数の教員が、自分の専門の活動であっても「携わりたくない」と回答する一方
で、約４割の教員が有償であれば平日休日または、平日のみ携わることを望んでいる
状況がある。 

有償：平

日休日

18%

有償：平

日のみ

18%

有償：休日のみ 10%

無償：平日休日 2%無償：平日のみ 3%

無償：休日のみ

携わりた

くない

49%

有償：平

日休日

20%

有償：平日

のみ

20%

有償：休日のみ 5%

無償：平日休日 2%無償：平日のみ 2%

無償：休日のみ 0%

携わりた

くない

51%



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清瀬市部活動改革地域団体対象アンケート調査結果  

今後、生徒数が減り、学校の中で部活動を継続し
ていくことが難しくなっていくことが考えられます。国
は中学校の部活動を地域に移行することを示してい
ますが、ご存じでしたか。 

貴団体で、今後、中学生の部活動に代わる活動を
担うことが可能だと思いますか。 

可能

39%

不可能

61%
はい

63%

いいえ

37%

６３％の人が、部活動の地域移行・地域連携に
ついて知っている状況であることが分かった。 

４１団体のうち、１６団体が中学生の部活動
の受け入れが可能であると回答している。 

受け入れ可能な団体 

どのような形で実施が可能だと思いますか。
（複数回答可） 

活動を行う際に、どのような課題が生じると思い
ますか。（複数回答可） 

0 5 10 15

中学生のみの場や時間を設けて

実施

小中学生のみの場や時間を設け

て実施

高校生や大人等を含め、年代の区

切りなく実施

その他

9

9

11

6

0 10 20

指導者の不足

活動場所の不足

団体活動費の不足

事故等への対応

行き帰りの安全確保

費用徴収に関する保護者の理解

その他

7

10

5

9

8

11

4

実施可能な形として、「年代の区切りなく実
施」が若干多いものの、団体ごとに可能な形
はそれぞれ異なることが分かった。 

課題としては、費用徴収に関する保護者の理
解が最も多く、次いで、活動場所の不足、事
故への対応、行き帰りの安全確保などに課題
を感じられていることが分かった。 

不可能と思ったのは、どのような課題があるから
でしょうか。（複数回答可） 

受け入れ不可能な団体 

0 5 10 15

指導者の不足

活動場所の不足

団体活動費の不足

事故等への対応

行き帰りの安全確保

費用徴収に関する保護者の理解

その他

13

7

5

7

4

5

14

指導者の不足が一番多い。その他としては、

以下のような回答があった。 

・中学生対象で考えていない。 

・70～90 歳と年配者が多い。 

・部活動として週単位での活動は難しい。 

・会の開催は平日の午前中に実施している。 

・指導者が高齢化している。   など 



13 

 

（３）「清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行に向けた推進計画 中間まとめ」の策定、公表 

 

【中間まとめの概要】 

①本計画の策定にあたって 

②清瀬市立中学校における部活動の現状と課題 

③清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行の計画 

④令和７年度の取組 

⑤令和７年度以降のロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域

移行に向けた推進計画 中間まとめ 
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４ 令和７年度の取組 

 （１）部活動拠点校方式の実施 

   ① 部活動拠点校方式の概要 

生徒にとって魅力あるスポーツ・文化芸術活動の機会を確保する一つの方策として「拠点校方式

による部活動」を試行実施した。拠点校方式とは、在籍校に希望する部活動がない場合に、参加を

希望する生徒を拠点校の学校が受け入れる方式である。 

 拠点校方式とすることで、安定した部員の確保が想定されるため、長期的な視点で活動計画が立

てられたり、チーム編成を考えたりできるようになる。また、顧問を担う教員の数が減少するとと

もに、部活動指導員にその顧問を任せることにより、教員の異動による廃部が回避できるようにな

ることなどが期待できる。 

  

② 部活動拠点校方式の実施状況について 

  令和７年度は、２つの部活動で施行実施を行った。 

清瀬第五中学校 水泳部の状況 

 

 

 

 

 

 

清瀬第五中学校 硬式テニス部の状況 

     

 

 

 

 

 

 

③ 部活動拠点校方式の成果と課題 

令和７年度に実施している、「部活動拠点校方式」と「地域団体一覧の配布による地域連携」に

ついて、清瀬市立中学校の生徒と保護者を対象にアンケート調査を実施した。 

 

・実施期間： 令和７年１０月３日（金）から令和７年１０月３１日（金） 

・実施対象： 清瀬市立中学校の生徒及び清瀬市立中学校の生徒の保護者 

・回答数 ：・清瀬市立中学校の生徒・・・・・・１０１８名 

・清瀬市立中学校の生徒の保護者・・１３８名 

 

 

 

 

 

水泳部 
男子 女子 

計 
１年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 

五中 １ ３ ５ ９ ２ ６ ６ １４ ２３ 

三中  ２  ２     ２ 

計 １ ５ ５ １１ ２ ６ ６ １３ ２５ 

硬式 

テニス部 

男子 女子 
計 

１年 ２年 ３年 計 １年 ２年 ３年 計 

五中 １０ ７ １４ ３１  １ ６ ７ ３８ 

清中 ３   ３ １ １  ２ ５ 

四中 １   １     １ 

計 １４ ７ １４ ３５ １ ２ ６ ９ ４４ 
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令和７年度 部活動拠点校方式に関するアンケート調査概要（生徒対象）   

１ 清瀬市で、拠点校方式の部活動

を実施していることを知っていまし

たか？ 

２ 清瀬市では清瀬第五中学校の水

泳部と硬式テニス部で拠点校方式

の部活動を実施していますが、お知

らせなどを見て、参加してみたいと

思いましたか？ 

３ 拠点校方式の部活動に参加しま

したか？ 

４ 拠点校方式の部活動（水泳部）に

在籍して、よかったことなどについ

て、自由に書いてください 

５ 拠点校方式の部活動（水泳部）に

在籍して、困ったことなどについて

自由に書いてください。 

・他校の生徒が加わったことで活

気が出た。 
・楽しく部活動ができた。 
・他校と交流ができ、自分のスキ

ルアップにもつながった。 等 

・一緒に練習して頑張った仲間だ

ったが、大会に一緒に参加すると

オープン参加になり、同じチーム

で大会に出られない。 
・民間施設を利用することに伴

い、移動が大変になった。 等 

８ 拠点校部活動に参加したいと思

わなかったのはなぜですか？ 

６ 拠点校方式の部活動（硬式テニ

ス部）に在籍して、よかったことな

どについて、自由に書いてください 

７ 拠点校方式の部活動（硬式テニ

ス部）に在籍して、困ったことなど

について自由に書いてください。 

・女子部員が増えたことで、団体
戦に出場できた。 
・他の学校の生徒とも仲良くなれ
た。 
・入れる部活動の範囲が広がっ
た。           等 

・学校間の移動距離が長い。 
・生徒数も増えたことで、コート

が足りないことが多くあった。 
・急な部活動の連絡について、他

校生徒へ伝えるのが難しい。 等 

＜その他の意見＞ 
・移動が大変。距離が遠い。 
・すでに、他の部活やクラブチー

ムに所属している。 
         等 

＜拠点校方式を実施したことで＞ 
○拠点校方式の部活動に参加した生徒にとっては、自校に無い部活動を選択できることで、選択肢の幅が広が
っている。 
○拠点校にとっては、部員数の増加に伴い、硬式テニス部のように大会に参加できる部活動もあれば、水泳部
のように、オープン参加の扱いなってしまうなど、部活動によって異なっている。 
＜今後に向けて＞ 
●五中だけでなく、別の学校にも拠点校方式の部活動の実施を検討していく必要がある。 
●今後も参加人数が増加することによって、活動場所や活動時間の確保が課題となる。 

９ 拠点校方式の実施について、意見等があれば自由に書いてください。 

・自校にやりたい部活動がなく、拠点校方式にやりたい部活動があれば、とてもいい機会だと思う。 
・拠点校方式を実施してほしいとの希望が多かった種目 
 ＜運動部＞バドミントン部、ハンドボール部、野球部、剣道部、ダンス部  
 ＜文化部＞演劇部、科学部、e スポーツ関係の部活 
 
・移動時間があるため、開始時間に間に合わない。もっと遅くから開始してほしい。 
・拠点校が遠く距離があるため、移動に時間がかかる。 
・拠点校が自校の場合、その学校の生徒にメリットがない。 
・人数がさらに増えた場合、練習量や練習時間が減ってしまう。                 等 

知って

いた

51%

知らな

かった

49%

思った

9%

思わな

かった

91%

水泳部に参加した

19%

硬式テニス部

に参加した

27%

参加し

なかっ

た

54%

すでに他の部活動に

所属している

32%

希望する部活動がない

9%

その他

59%
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令和７年度 部活動拠点校方式に関するアンケート調査概要（保護者対象） 

１ 清瀬市で、拠点校方式の部活動

を実施していることを知っていまし

たか？ 

２ 清瀬市では清瀬第五中学校の水

泳部と硬式テニス部で拠点校方式

の部活動を実施していますが、お知

らせなどを見て、参加してみたいと

思いましたか？ 

３ 現在、お子さんは拠点校方式の

部活動に参加していますか？ 

４ 拠点校方式の部活動（水泳部）に

参加させて、よかったことなどにつ

いて、自由にお書きください。 

５ 拠点校方式の部活動（水泳部）に

参加させて、困ったことなどについ

て自由にお書きください。 

・市内の他の学校の生徒と知り合
える。 
・年間を通じてプールで練習がで
きる。 
・人数が増えることで刺激をもら
える。           等 

・民間施設での部活動の為、移動

が不安。 
・学校の行事等が異なるため、拠

点校と自校と予定調整、連絡調整

が必要。          等 

６ 拠点校方式の部活動（硬式テニ

ス部）に参加させて、よかったこと

などについて、自由にお書きくださ

い。 

７ 拠点校方式の部活動（硬式テニ

ス部）に参加させて、困ったことな

どについて自由にお書きください。 

・後輩の部員数が少なく、団体戦

に出られなかった。他校からの入

部してくれてよかった。 
・自校に入りたい部活がなかった

ため、拠点校方式に参加できて良

かった。          等 

・学校の行事等が異なるため、拠

点校と自校と予定調整、連絡調整

が必要。 
・平日の雨天時など、お休みが分

かりづらい。 

等 

８ 拠点校部活動に参加させていな

い理由を教えてください 

＜その他の意見＞ 
・移動距離や移動時間の課題 
・拠点校方式の部活動に参加する

ことについて、拠点校以外の先生

が説明ができない状況だったた

め、分からなかった。 
・自転車、携帯も禁止の中で移動

を考えると現実的ではい。 等 

９ 拠点校方式の実施について、意見等があれば自由に書いてください。 

・子どもの選択肢を広げる良い取り組みだと思う。 
・今年度、実際にどのくらいの人数の生徒さんが活用されているか気になる。 
・拠点校方式の部活動を含め、多くの選択肢の中から選べることは、子どもにとってプラスに感じる。 
・他校から参加する生徒にも連絡が行き届く体制整備が必要。 
・拠点校方式だと、移動することのハードルが高い。団体を学校に招き、各学校で部活動ができるようにしてほ
しい。 
・移動に時間がかかり、練習できないのはもったいない。                      等 

＜拠点校方式を実施したことで＞ 

○部活動の選択肢が広がった。 

＜今後に向けて＞ 

●移動時間や移動距離など、学校間の移動のリスクが課題となるため、安全面の配慮について引き続き検討が

必要である。 

知っていた

83%

知らなかった

17% 思った

22%

思わなかった

78%

水泳部に参加した

16%

硬式テニス部に

参加した

19%

参加しなかった

65%

すでに他の部活動

に所属している

46%

希望する部活動がない

17%

その他

37%
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 （２）地域団体との連携 

    ① 地域団体との連携の概要 

地域の受け入れ可能な団体について、清瀬市立中学校の生徒へ情報提供する。 

ア 掲載団体 

      清瀬市部活動改革地域団体対象アンケートにおいて、中学生の受け入れが可能であると回

答した団体のうち、情報提供に承諾をいただいた団体。 

  イ 掲載内容 

      団体名、活動内容、代表者等連絡先、会費、活動日・時間・場所 等 

     ウ 周知方法 

各学校において、全生徒に紙又はデータで配布する。 

  

② 地域団体との連携の実施状況について 

令和７年３月２５日 
清瀬市教育委員会ホームページに団体の代表者と連絡先を

記載しない形で掲載 

令和７年４月２３日 各学校に地域団体一覧を教育委員会から紙ベースで配布 

令和７年４月２４日から

令和７年４月３０日 

各学校で全生徒へ紙ベースで配布 

     

③ 地域団体との連携の成果と課題 

今年度から実施している「地域団体一覧の配布による地域連携」について、アンケート調査を

実施した。 

 

・実施期間：令和７年１０月３日（金）から令和７年１０月３１日（木） 

・実施対象：「令和７年度 地域団体一覧」に掲載されている団体の代表者 

・回答数 ：１３団体 
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令和７年度 地域団体一覧に関するアンケート調査概要（生徒対象）  

１ 地域団体一覧を見て、参加した

いと思った団体はありましたか？ 
２ 実際に参加した団体はあります

か？ 
３ 実際に参加した団体はどこです

か？ 

清瀬市ソフトテニス連盟 
清瀬市合気道会 
清瀬少年消防団 
楽々会 
清瀬上和太鼓 
清瀬手づくり劇団まんまる組 

学校部活動にない団体がある

ため、興味がある生徒がいる

ことがわかった。 

地域団体一覧の団体の中で、６団体に参加した中学生がいること

がわかった。他にも、参加していないが、興味がある団体を挙げ

ている生徒もいた。 

令和７年度 地域団体一覧に関するアンケート調査概要（保護者対象）  

１ 地域団体一覧を見て、参加させ

たいと思った団体はありました

か？ 

２ 実際に参加させた団体はありま

すか？ 
３ 参加させた団体がなかったのは

なぜですか？ 

＜地域団体一覧を配布したことで＞ 
○地域団体一覧の中で、子どもを参加させたい団体があり、実施に参加している団体がある。 
○運動系団体や、ボランティア活動等の団体への参加を要望する声もあった。 
＜今後に向けて＞ 
●参加させなかった理由として、活動費や活動場所についてもあがっている。 

はい

19%

いいえ

81%

ある

2%

ない

98%

はい

26%

いいえ

74%

ある

14%

ない

86%

参加させたい

団体がない

51%

活動費がかかる

6%

活動場

所が遠

い

10%

その他

33%
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令和７年度 地域団体一覧掲載団体対象アンケート調査（地域団体）  

１ 今年度に入り、中学生から参加希望の連絡があっ

たか。 
２ 連絡があった中学生は活動に参加しているのか。 

３ 何名参加していますか 
４ 中学生が参加して良かったこと、困ったことがあ

れば、教えてください。 

・地域の中学生の仲間同士、仲良く楽しく活動に参

加をしてくれています。 
・学校の部活と並行しての活動なので休みがちとな

っている 
・基本的に一般の成人の練習に加わっているので、

部活動のような練習は難しい。ジュニア育成教室を

月１回ペースで開催しているので、その際には中学

生は指導しやすい。 
・活動がもりあがり、参加者も増えた 

等 

・「地域にこんなものもあるよ」という誰かの繋ぎがないとアクセスできない生徒もいると思います。掲載内

容というより、一覧の活用の仕方に工夫が必要ではないか。 
・今後も、協力致します。 
・ぜひとも、若い人を育て、継続したいと思います。                       等 

５ 今後も、中学生に団体一覧を提示していく予定でおります。掲載内容について、ご意見がある場合は、ご記入く

ださい。 

＜地域団体一覧を配布したことで＞ 
○地域団体一覧を配布したことで、中学生が参加している団体もあった。 
○団体の中には、中学校の部活動にはない活動もあり、生徒の選択肢が増えている。 
＜今後に向けて＞ 
●地域団体と連携し、より多くの情報を提供できるようにする。 
●ホームページへの掲載、生徒への直接配布のほかに、地域団体の周知方法について検討していく必要があ

る。 

・１名参加：２団体 

 

・２名参加：１団体 

 

・７名参加：１団体 

連絡があった

31%

連絡がなかった

69%

参加して

いる

100%

参加して

いない

0%
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５ 令和８年度以降の取組について 

 （１）部活動指導員の拡充 

    外部指導員から部活動指導員への変更も行いながら、部活動指導員の拡充を図ってきた。今後

も、顧問として活動できる部活動指導員を拡充し、教員がいない状況でも部活動を実施できる環

境を整えていく。 

 

 （２）部活動拠点校方式の拡充及び合同部活動の実施方法の工夫・検討 

   ①拠点校方式の拡充について 

    清瀬第五中学校以外の学校への拠点校配置について検討していく。 

   ②合同部活動の実施方法の工夫・検討について 

    ３年生の引退に伴い、大会参加に向けて合同部活動として活動している種目がある。今後、合同

部活動における部活動指導員の配置方法の工夫による教員の負担軽減等についても検討してい

く必要がある。 

  

（３）地域団体との連携拡充 

    地域団体一覧を配布したことで、その一覧を見て地域団体に問い合わせをし、実際に参加して

いる生徒がいた。今後は、生徒により多くの情報を提供できるように協力いただく地域団体との

連携・拡充を図っていく。 

 

（４）地域移行の検討・施行実施 

   清瀬市認定地域クラブ活動を試行的に実施し、その効果等を検証する。 
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６ 令和８年度以降のロードマップ 

 

 令和８年度 令和９年度 令和１０年度以降 

平
日
・
休
日
の
取
組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部活動指導員の拡充 

部活動拠点校方式の拡充及び合同

部活動の実施方法の工夫・検討 

実態に応じて拡充 

検証を基に拠点校部活動数の拡充及び

検証を基に合同部活動の試行実施 

検証を基に地域移行の検討・施行実施 

 

地域団体との連携拡充 検証を基に地域団体との連携拡充 

地域移行の検討・施行実施 
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清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第1条 清瀬市立中学校の部活動の地域連携・地域移行に向け、生徒が自主的・自発的にス

ポーツ・文化芸術活動に継続して親しめる環境の整備に関する方針、取組内容及び推進計

画を決定するため、清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行検討委員会（以下「委員

会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 部活動の地域連携・地域移行に関すること。 

(2) 前号に定めるもののほか、教育長が必要と認めるもの。 

 

（組織） 

第3条 委員会は、委員 10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、教育委

員会が委嘱、または、任命する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係団体等が推薦する者 

(3) 市立中学校に在籍する生徒の保護者代表 

(4) 市立中学校の校長代表 

(5) 市の職員 

(6) その他教育長が必要と認める者 

２ 委員会に委員長及び副委員長を１名置き、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

４ 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。 

 

（委員の任期） 

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、当該日の属する年度の３月 31 日までとす

る。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（会議） 

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の会議に委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を招集して意見等を聴き又

は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。 

４ 委員長は、必要と認めたときは、委員会の会議を委員長及び委員が映像及び音声の送受

信により同時に意見の交換をすることができる方法（以下「オンライン会議システム」と

いう。）により行うことができる。 

資料１ 
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５ オンライン会議システムにより会議に参加した委員は、会議に出席したものとみなす。 

６ 前２項に定めるもののほか、オンライン会議システムの実施に必要な事項は別に定める。 

 

（守秘義務） 

第6条 委員は、協議の過程で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同

様とする。ただし、市、教育委員会又は委員会が公表した情報については、この限りで

ない。 

 

（謝礼） 

第7条 外部委員に対する謝礼は予算の範囲内において支払うものとする。 

 

（庶務） 

第8条 委員会に関する庶務は、教育部教育指導課において処理する。 

 

（委任） 

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

令和６年度 清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行検討委員会組織 

【委員】 

役職等 所属 氏 名 備考 

学識経験者 国士舘大学 教授 後藤 正彦 委員長 

スポーツ団体代表 清瀬市体育協会 会長 海保 正人  

文化団体代表 清瀬市文化協会 会長 赤羽 庸子  

運動部保護者代表 
清瀬第五中学校 

保護者代表者会 元会長 千葉 菜穂子  

文化部保護者代表 清瀬第三中学校 PTA会長 山村 康一  

中学校長代表 清瀬第五中学校 校長 堀内 雅之 副委員長 

教育部長 清瀬市教育委員会事務局 南澤 志公  

市民活動センター

所長 
社会福祉協議会 伊藤 志賢  

 

【事務局】 

役職等 所属 氏 名 備考 

教育指導課長 清瀬市教育委員会 事務局 大島 伸二 
 

生涯学習スポーツ

課長 
清瀬市教育委員会 事務局 山田 能久 

 

統括指導主事 清瀬市教育委員会 事務局 宮野 将史 
 

指導主事 清瀬市教育委員会 事務局 横井 路彦 
 

指導事務係長 清瀬市教育委員会 事務局 岸 俊則 
 

生涯学習スポーツ

係長 
清瀬市教育委員会 事務局 上竹 秀明 

 

 

 

 

資料２ 
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令和７年度 清瀬市立中学校部活動の地域連携・地域移行検討委員会組織 

【委員】 

役職等 所属 氏 名 備考 

学識経験者 国士舘大学 教授 後藤 正彦 委員長 

スポーツ団体代表 清瀬市体育協会 会長 海保 正人  

文化団体代表 清瀬市文化協会 会長 近藤 さと子  

運動部保護者代表 
清瀬第五中学校 

保護者代表者会 元会長 千葉 菜穂子  

文化部保護者代表 清瀬第三中学校 PTA会長 山村 康一  

中学校長代表 清瀬第五中学校 校長 堀内 雅之 副委員長 

教育部長 清瀬市教育委員会事務局 南澤 志公  

市民活動センター

所長 
社会福祉協議会 伊藤 志賢  

 

【事務局】 

役職等 所属 氏 名 備考 

教育指導課長 清瀬市教育委員会 事務局 大島 伸二 
 

生涯学習スポーツ

課長 
清瀬市教育委員会 事務局 山田 能久 

 

教育支援担当課長 清瀬市教育委員会 事務局 宮野 将史 
 

生涯学習スポーツ

課副参事 
清瀬市教育委員会 事務局 古川 百香 

 

指導主事 清瀬市教育委員会 事務局 横井 路彦 
 

指導事務係長 清瀬市教育委員会 事務局 須田 智  

生涯学習スポーツ

係長 
清瀬市教育委員会 事務局 西原 利英 

 

資料３ 
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清瀬市立中学校 部活動拠点校方式実施要領 

清瀬市教育委員会 

１ 目的 

  清瀬市立中学校に在籍する生徒の文化・スポーツにおける多様なニーズに応え、学校・地域・保護者

の理解と協力を得ながら、部活動指導員と外部指導員を活用した拠点校方式による部活動(以下「拠点

校部活動」という。)を実施する。 

 

２ 事業主体および実施主体 

実施の事業主体は、教育委員会とする。また、実施主体は、清瀬市立中学校とする。 

 

３ 実施申請 

  ①拠点校実施校校長は、教育委員会に実施申請書（様式１）を提出する。 

②教育委員会は、拠点校からの実施申請書の提出を受け、拠点校方式による部活動参加募集を作成

し、学校を通じて、生徒・保護者に配布する。 

③参加生徒の在籍校校長は、その生徒・保護者からの参加申込書・保護者同意書（様式２）を受けとる。 

④参加生徒の在籍校校長は、事業目的および拠点校部活動に参加できる生徒の条件に該当している

ことを確認して拠点校校長に申請書（様式３）を提出する。 

⑤拠点校校長は様式３の内容を確認した上で、参加生徒の在籍校校長及び教育委員会宛に承諾書（様

式４）を提出する。 

 

４ 実施決定 

  清瀬市教育委員会は承諾書の提出をもって、不都合がなければ実施を認めるものとする。 

 

５ 拠点校部活動に参加できる生徒 

①在籍校に希望する部活動がない生徒 

②原則として、教員、保護者の引率を必要としない生徒 

③拠点校の部活動の方針や規約等に従って活動するとともに、活動中は拠点校の生活指導に従うこ

とへ同意した生徒 

④在籍校及び拠点校両校の承認が得られた生徒 

 

６ 参加生徒の活動について 

①生徒は、拠点校における部活動の方針(活動日、各大会や試合への参加、遠征等)に従う。 

②拠点校への移動にかかる経費は参加する生徒の保護者の負担とし、保護者の責任により対応する。

なお、自転車を使用する場合は、在籍校の担当者及び拠点校顧問に相談の上申請する。 

③活動を欠席する際は、生徒又は保護者が拠点校の顧問へ連絡する。 

④在籍校の学習活動や行事等の日程が、拠点校の部活動と重なった場合、原則として在籍校の活動を

優先する。 

⑤生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず、改善されない場合は、拠点校校長が生徒の活

動を中止することができる。 

資料４ 
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⑥前各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校校長が決定することとし、必

要に応じて、在籍校校長と協議するものとする。 

   

７ 在籍校及び拠点校の連携 

①在籍校及び拠点校は、担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。 

②在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動の指

導にあたって必要な情報を提供するものとする。 

③拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。 

 

８ 大会参加 

  ①各大会等への参加にあたっては、主催者が定める大会要綱に従う。 

②東京都中学校体育大会については、東京都中学校体育連盟が定める「東京都中学校体育大会実施要

項」の「複数校の合同チーム及び拠点校方式チームによる参加規程」に従う。 

③各大会への参加にあたっての事務は、拠点校が行うものとする。 

※ただし、令和７年度当初からの試行実施期間においては、従来通り、在籍校で登録し、在籍校から 

参加することも可とする。 

 

９ 事故への対応 

①拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じ

て、在籍校と連携して対応するものとする。 

②活動中の事故及び交通事故を除く移動中の事故に際して、独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ーへの申請の手続き等は、在籍校が行う。 

 

10 その他 

①当該年度の拠点校実施内容の生徒・保護者への周知は、拠点校で行う。 

②拠点校は当該年度の活動開始に合わせ、参加生徒・保護者を対象として活動方針や活動内容を説明

する機会を設ける。 

③参加生徒の在籍校は、担当者（管理顧問等）を決めておく。天候や拠点校の都合で、急遽、練習予

定が変更になる場合など、拠点校からの連絡は、在籍校の担当者またはそれに代わる者から生徒へ

連絡する。 

※ただし、令和７年度当初からの試行実施期間においては、在籍校の担当者は、上記の連絡調整に加

え、当該部活動の活動に協力することを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

【様式１】 

 

拠点校部活動実施申請書 

 

令和  年  月  日 

 

（教育委員会） 

清瀬市教育委員会教育長 坂田 篤 様 

 

（拠点校） 

学校名  清瀬市立〇〇中学校 

校長名   

  

「清瀬市立中学校 部活動拠点校方式実施要領」に則り、下記のとおり拠点校部活動の実施を申請い

たします。 

 

記 

 

１ 実施を申請する部活動 

 

  （         ）部 

 

２ 実施期間  

 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

３ 顧問名（職名） 

   

 

 

４ 特記事項（活動曜日、活動時間、募集条件などがあれば記載） 

  〇活動曜日 

  〇活動時間 

  〇募集条件 

  〇公式戦への参加について 
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【様式２】 

 

 令和 年  月  日 

 

         学校長 殿 

 

（在籍中学校名） 

                                                    学校  年  組 

 

                                     生 徒 氏 名                        

 

                                     保護者氏名                 印 

 

 

参 加 申 込 書・保 護 者 同 意 書 

 
 拠点校方式による部活動への参加について、希望いたします。 

 つきましては、「清瀬市立中学校 部活動拠点校方式実施要領」の内容を理解し、拠点校部活動の趣

旨等に賛同をし、指導・運営に同意いたします。参加にあたっては、下記のようにいたします。 

 

 

                                       記 

 

 

 参加希望部       中学校      部  

 

 

 移 動 手 段     （拠点校までの移動手段をお書きください。） 

 

 

 

 

 

 経   験（競技の経験の有無、部活動参加にあたっての抱負をお書きください。） 

 

 

 

 

  

 そ の 他     （配慮してほしいこと､協力できること等をお書きください。） 
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【様式３】 

 

拠点校部活動参加申請書 

 

令和 年  月  日 

 

（拠点校） 

清瀬市立〇〇学校長 〇〇 〇〇様 

 

（在籍校） 

清瀬市立〇〇学校長 〇〇 〇〇  印 

 

「清瀬市立中学校 部活動拠点校方式実施要領」に則り、次のように拠点校部活動への参加を申請い

たします。 

 

記 

 

１ 実施を申請する部活動及び生徒数 

 

           部（     ）名 

 

 

２ 拠点校との担当者名（職名） 

 

           （     ） 

 

 

３ 特記事項 

 

 

 

 

（添付書類） 

１ 参加申込書・保護者同意書（様式２）の写し 
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【様式４】 

 

拠点校部活動参加承諾書 

 

令和 年  月  日 

 

（教育委員会） 

清瀬市教育委員会教育長 坂田 篤 様 

 

（在籍校） 

清瀬市立〇〇学校長 〇〇 〇〇様 

 

（拠点校） 

清瀬市立〇〇学校長 〇〇 〇〇   印 

 

「清瀬市立中学校 部活動拠点校方式実施要領」に則り、次のとおり拠点校部活動の参加を承諾いた

します。 

 

記 

 

１ 実施を申請する部活動及び参加生徒数 

 

           部（     ）名 

 

２ 実施期間  

 

  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

３ 特記事項 

 

 

 

（添付書類）※教育委員会にのみ送付 

１ 参加申込書・保護者同意書（様式２）の写し 

２ 拠点校部活動参加申請書（様式３）の写し 
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